
２　運営指導における文書指導の状況
事業区分
(1) 障害福祉サービス

ア　介護給付
イ　訓練等給付

(2) 相談支援
(3) 障害児通所支援
計
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地域定着支援
計画相談支援
障害児相談支援

就労継続支援Ｂ型
就労定着支援
自立生活援助
共同生活援助
地域移行支援
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重度障害者等包括支援
施設入所支援
自立訓練（機能訓練）
自立訓練（生活訓練）
就労移行支援
就労継続支援Ａ型

児童発達支援センター

居宅訪問型児童発達支援 1

医療型児童発達支援
放課後等デイサービス

児童発達支援
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１　サービス別の実施状況
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・虐待防止対策検討委員会の定期的開催と、結果の従業者への周知徹
底。従業者に対する虐待の防止のための研修の定期的実施。
・身体拘束等適正化のための委員会の定期的開催と、結果の従業者へ
の周知徹底。従業者に対する身体拘束等適正化研修の定期的実施。
・感染症の予防及びまん延防止のための委員会の定期的開催とその結
果の周知徹底。
・計画を変更する際には、利用者等への説明、文書による同意及び計
画の交付を行い、変更後の計画に基づいてサービスの提供が行われて
いることを明確にする。

給付費の算定及び取扱い
・虐待防止措置未実施減算の適用
・身体拘束廃止未実施減算の適用



(2)相談支援

(3)障害児通所支援

１　医療機関別の実施状況

２　自己点検の促進

令和６年度 指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）運営指導 実施状況

給付費の算定及び取扱い

運営に関する基準

・業務継続計画の策定及び従業者への周知徹底。従業者に対する必要
な研修・訓練の定期的実施。
・感染症の予防及びまん延防止のための委員会の定期的開催とその結
果の従業員への周知徹底。従業者に対する研修並びに訓練の定期的実
施。
・虐待防止対策検討委員会の定期的開催と、結果の従業者への周知徹
底。
・身体拘束等適正化のための委員会開催と、結果の従業者への周知徹
底。従業者に対する身体拘束等適正化研修の定期的実施。指針整備。
・利用開始時の計画が確認できない。

(1) 平成29年度から当面の間、自立支援医療の質の確保及び給付の適正化を図るため、

実施率
c/a

0%

　自己点検表を用いた自己点検（指定期間（６年間）中、毎年度１回）の実施と指定
　更新時の提出を依頼。
(2) 自己点検表の内容を確認後、必要が認められる場合は、運営指導を行う。
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指定訪問介護事業者等

計
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・虐待防止措置未実施減算の適用
・身体拘束廃止未実施減算の適用
・計画未作成減算の適用

・虐待防止対策検討委員会の定期的開催と、結果の従業者への周知徹
底。従業者に対する虐待防止のための研修の実施。
・身体拘束等適正化のための委員会の定期的開催と、結果の従業者へ
の周知徹底。従業者に対する、身体拘束等適正化研修の定期的実施。
指針整備。
・感染症の予防及びまん延防止のための委員会の定期的開催と、結果
の従業者への周知徹底。従業者に対する研修並びに訓練の定期的実
施。
・業務継続計画の策定及び従業者への周知徹底。従業者に対する必要
な研修・訓練の定期的実施。
・計画の原案作成にあたり、担当者等を招集して会議を開催し、原案
について意見を求めること。
・理学療法士等による支援が必要な就学児に対して、計画に位置付け
られた内容の支援が行われていない日に専門的支援実施加算を算定し
ていた。

・虐待防止措置未実施減算の適用
・身体拘束廃止未実施減算の適用
・児童発達支援管理責任者不在による人員欠如減算の適用
・専門的支援実施加算の過誤調整

項目

給付費の算定及び取扱い

運営に関する基準

区分
事業所数

a
実施予定

b
実施数

c

項目 主な指導事項

運営に関する基準

・虐待防止対策検討委員会の定期的開催と、結果の従業者への周知徹
底。従業者に対する虐待防止のための研修の実施。
・感染症の予防及びまん延防止のための委員会の定期的開催とその結
果の従業者への周知徹底。従業者に対する研修並びに訓練の定期的実
施。
・業務継続計画の策定及び従業者への周知徹底。従業者に対する必要
な研修・訓練の定期的実施。
・従業者に対し、資質向上のための研修機会の確保。

給付費の算定及び取扱い ・虐待防止措置未実施減算の適用

人員に関する基準 ・児童発達支援管理責任者を早急に配置すること。

0%

項目 主な指導事項

主な指導事項

病院・診療所 39 0 0

イ　訓練等給付


